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１【提出理由】

平成27年１月29日開催の当社第46期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年１月29日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円　総額596,335,038円

ロ　効力発生日

平成27年１月30日

第２号議案　定款一部変更の件

(1）事業基盤の一層の強化のため、東京証券取引所市場一部への指定替えを機に商号の変更を行

う。なお、商号の変更については、附則により平成27年５月１日をもって効力を生じるものと

し、効力発生日経過後、当該附則は定款より削除するものとする。

(2）将来の事業展開に備え、事業目的に「介護保険事業」を加える。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、成田和幸、沖田髙広、名取弘文、真田和典、武藤清和、中川政輝、南保隆、松田

政嗣及び柴谷晃の９氏を選任する。

第４号議案　取締役の報酬等の額の改定の件

社会情勢の変化、その他諸般の事情を踏まえて、取締役の報酬額を年額400,000千円以内（うち社

外取締役は年額10,000千円以内）に改定する。なお、この報酬等の額には、従来どおり使用人兼務

取締役の使用人分給与を含まない。

 

EDINET提出書類

東日本ハウス株式会社(E00197)

臨時報告書

2/3



 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

274,831 4,929 44 (注)１ 可決 (98.22)

第２号議案
定款一部変更の件

273,872 888 5,044 (注)２ 可決 (97.88)

第３号議案
取締役９名選任の件

   

(注)３

  

成田　和幸 272,489 7,271 44 可決 (97.39)

沖田　髙広 278,680 1,080 44 可決 (99.60)

名取　弘文 278,624 1,136 44 可決 (99.58)

真田　和典 278,681 1,079 44 可決 (99.60)

武藤　清和 278,680 1,080 44 可決 (99.60)

中川　政輝 278,626 1,134 44 可決 (99.58)

南保　　隆 278,530 1,230 44 可決 (99.54)

松田　政嗣 278,681 1,079 44 可決 (99.60)

柴谷　　晃 260,478 19,282 44 可決 (93.09)

第４号議案
取締役の報酬等の額
の改定の件

275,858 3,902 44 (注)１ 可決 (98.59)

 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ

り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

　以上
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